
 

羽咋市復興公営住宅 入居本申込書（２次募集） 
 

次のとおり、復興公営住宅の入居を申込みします。なお、申込書の記載事項が事実と相違するとき、又

は申込者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したときは、申込に関する一切の権利を放棄する

ことを誓約します。 

                         本申込日：令和８年   月   日 

 

【１】 申込者（世帯主）および連帯保証人となる方をご記入ください。 

申込者 

現住所 
〒 － 現住所の 

区分 
自宅・建設型応急住宅・ 

賃貸型応急住宅・その他 

(ふりがな) 

氏名 

 
電話 

番号 
-    - 

世帯 

人数 
人 

（世帯主含めた人数） 

 

  

【２】申込世帯をご記入ください。 

（ふりがな） 

氏名 
続柄 生年月日 年齢 

勤務先名称 

（お勤めの方） 

勤務先所在地 

（お勤めの方） 
 

申込者 

（世帯主） 

T・S 

H・R 
  年  月  日 

 

 

TEL     -    -     
  

T・S 

H・R 
年  月  日 

 

 

TEL     -    -     
  

T・S 

H・R 
年  月  日 

 

 

TEL     -    -     
  

T・S 

H・R 
年  月  日 

 

 

TEL     -    -     
  

T・S 

H・R 
年  月  日 

 

 

TEL     -    -      

【３】世帯員の中に、障害者手帳や要介護認定をお持ちの方がいるかおたずねします。 

  

連帯 
保証人 

現住所 

〒 － 生年月日 

T・S 

H・R 
年  月  日 

(ふりがな) 

氏名 

 
電話 

番号 
-    - 

申込者との

続柄 
 

 

身体障害者手帳（１・２・３・４）級をお持ちの方 □いる □いない 

療育手帳（Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２）をお持ちの方 □いる □いない 

精神障害者保健福祉手帳（１・２）級をお持ちの方 □いる □いない 

要介護認定（要支援１・２、要介護１・２・３・４・５）を受けている方 □いる □いない 

障害者手帳や介護保険証の写しを添付してください。 



 

【４】車いす対応住戸を希望しますか。（常時車いすの使用を必要とする、身体障害者手帳２級

以上の肢体不自由障害者のいる世帯に限り、希望することができます。） 

□ 希望する □ 希望しない 

 

【５】入居要件を確認します。当てはまるものにチェックしてください。（①～④全てに該当が必要） 

□ 

① 罹災証明書の被害の区分が全壊、または大規模半壊・中規模半壊・半壊で解体する。 

  ※大規模半壊・中規模半壊・半壊の方は、以下当てはまるものにチェックしてください。 

   解体方法 【 □公費解体又は自費解体（費用償還） □その他 】 

解体状況 【 □解体済 □解体予定で公費解体申込済 □解体予定であるが、申込んでいない 】 

□ ② 居住できる家を所有していない。 

□ ③ 被災者生活再建支援制度の加算支援金を申請（受給）していない。 

□ ④ 世帯に暴力団員がいない。 

  ※単身の方でも年齢を問わず入居できます。 
 

【６】希望の間取りをおたずねします。※申込が多い場合は抽選となります。 

□ １ＤＫ（１～２人） □ ２ＤＫ（１～３人） □ ３ＤＫ（２人～） 

 

 

【７】自家用車等の希望台数をお尋ねします。 

車（1世帯１台まで） 自転車 その他（          ） 

台 台 台 

 

事務処理欄（提出書類のチェック） ※羽咋市使用欄 
□（１）羽咋市復興公営住宅入居本申込書 
□（２）罹災証明書の写し 
□（３）「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯は、完了通知書の写し、解体証明書の写し又は滅失登記簿謄

本の写し 
□（４）障害者手帳の写し（該当者のみ） 
□（５）介護保険証の写し（該当者のみ） 
□（６）住民票の写し（入居者全員分、続柄記載のもの） 
□（７）所得・課税証明書（１８歳以上の入居者全員分、最新年度のもの） 
 

入居案内に記載した「本申込に必要なもの」を添付し、以下までご提出下さい。 

〇受付期間 令和８年３月２日（月）から令和８年３月１９日（木）まで 

（土、日、祝日を除く） 

〇受付時間 午前９時から午後４時まで 

〇受付場所 羽咋市役所２階 住まいの支援窓口 

 
※遠方にお住まいの方又は上記の時間帯での来庁が難しい方は、市 産業建設部 地域整備課 都市計画係まで

お問合せください。（電話：０７６７－２２－９６４５） 

【８】入居に関するご意見などがあれば、ご自由にご記入ください。 


